
〇計画への主な記載事項（例）

◆県における社会的養育の基
本的考え方及び全体像
（ビジョン）

◆当事者である子どもの権利擁護
の取組
◆市町村の子ども家庭支援体制の
構築等に向けた県の取組
◆里親等への委託の推進に向けた
取組
◆施設の小規模かつ地域分散化、
高機能化及び多機能化・機能転
換に向けた取組
◆社会的養護自立支援の推進に向
けた取組
◆児童相談所強化等に向けた取組
等

策

定

根

拠

社会的養育推進に関する計画について

奈良県社会的養育推進計画（計画期間：１０年 令和２～１１年度）

〇平成２８年児童福祉法改正
🔹子どもが権利の主体
🔹子どもが家庭において健やかに養育されるよう、保護者を支援す
ることを原則

🔹社会的養護が必要な子どもについて里親等への委託を推進 等
（家庭養育優先原則）

〇新しい社会的養育ビジョン公表(H29.8)
🔹里親等委託率（国目標値）
・乳幼児：７５％以上
・学童期以降：５０％以上
🔹施設の高機能化及び小規模化かつ地域分散化等の抜本改革
🔹市町村の子ども家庭支援体制の構築
🔹里親への包括的支援体制（フォスタリング機関）の抜本的強化と
里親制度改革 等

〇「都道府県社会的養育推進計画」策定要領（H30.7厚労省通知）
🔹地域の実情を踏まえつつも、里親等委託率等の数値目標と達成期
限を設定

🔹施設の高機能化及び小規模化かつ地域分散化の進め方
🔹「フォスタリング機関（里親養育包括支援機関）及びその業務」
のガイドライン 等

（計画策定の目的：子どもの最善の利益の実現に向け、本県の実情を踏まえ、社会的養育における目指す姿と取組を示す）

策定
スケ
ジュ
ール
（案）

4～6月 6月議会 6～9月 9月議会 9～11月 12月議会 12～1月 2月議会

施設等 委員会報告 ビジョンを議論 委員会報告 計画案策定 委員会報告 パブコメ実施 議会上程
ﾋｱﾘﾝｸﾞ (現状等)  （審議会８月） （審議会11月） （審議会１月）

奈良県社会的養育推進計画の策定
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○児童相談所（２ヶ所）
◆虐待だけでは無く、「障害相談」、「育成相談」（不登校等）など、あら
ゆる相談に対応

○要保護児童対策地域協議会 （要対協 ３９市町村に設置）
◆虐待の初期対応や緊急度・重症度の低い案件等に対し、ケースを管
理・支援し、リスクが高まれば、児相へ送致

低 高

高

里親等養育

家庭養育

施設養育

要支援の家庭養育
在宅養育

○親の障害や経済的困窮など、養育面で困難を抱える
○代替養育の必要があり、里親のもとで育つことが望ましい
○集団よりも個別養育が必要

○保護者はいるが、虐待された子どもなど、養育に専門的な知識・経験が必要
○親の障害や経済的困窮など、養育面で困難を抱える
○看護や栄養管理等、専門的養育が必要

○児童養護施設（６ヶ所、１８才までの２５８名入所 H31.3.1現在）
◆虐待や養育困難等の理由による入所児童への専門性の高い養育

○乳児院 （２ヶ所、０～３才頃までの２７名入所 H31.3.1現在）
◆保育士、看護師、栄養士、心理士等を配置した専門性の高い養育

○地域との関わり
◆相談機能をもつ「児童家庭支援センター」の運営、里親への支援

ターゲットへのアプローチ

○現在は、社会的養護を必要としない
○親が子育て支援サービスを活用しながら自立した子育てをしている

◆夫婦共働きのため子育て支援サービスが十分受けられない
◆核家族化による子育てのノウハウの不足
◆ワンオペ育児（夫が子育てに参画しにくい）
◆ 「泣き声」は「騒音」と言われたり、「虐待通告」もされる「育てに
くさ」、地域からの孤立

ターゲットの課題

○過去に虐待による一時保護等を実施、児相や市町村の指導を受けている
○養育能力が低いが、児相や市町村が寄り添い支援を行っている
○親の障害や経済的困窮があるが、支援を受けながら育てる意思がある

社会的養護の範囲

４つの養育環境における子どもと家庭の現状

支援の専門性

ターゲット（子ども）

ターゲット（子ども・家庭）

○里親（登録１３１組、５９名委託 H30.3.1現在）
◆里親種別（養育里親、養子縁組里親、専門里親、親族里親）に
応じて、児相が委託

◆処遇困難な児童への対応のため、専門性の向上が課題

○ファミリーホーム （４ヶ所、１９名入所 H31.3.1現在）
◆定員６名で、社会性の養成、児童の自立支援

ターゲットへのアプローチ

ターゲットへのアプローチ

ターゲット（子ども）

ターゲット（家庭）

代
替
養
育
の
必
要
性

代替養育
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社
会
的
養
護
を

支
え
る

地
域
の
基
盤

・支援と介入
・一時保護
・相談支援
・家族再統合

・専門性
・被虐待児養育
・児童の自立支援
・里親支援
・家族再統合

・個別養育

・養子縁組促進
・児童の自立支援

①子育て中の親への支援（児童虐待の未然防止）
②養育が困難又は適当でない家庭への支援（施設養育、里親等養育）
③地域で子どもたちを育て、家庭を支えるための社会資源の整備
④要支援（保護）家庭への支援（児相の体制整備・機能強化）

家庭（家庭養育）
行政の子育て支援や地域の力に支
えられながら、自立して子育て

地 域

奈良県の社会的養育が目指す姿（案）

課
題

すべての子どもが、家庭での養育が困難に直面しても、
「家庭」と「地域」の力により、健やかに育まれる

目指す姿

子どもが安心して過ごせる場家
庭
の
機
能

里親・ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑ
（家庭的養育）

１対１の個別養育の中で関係性
を築き、社会性を養う

施設（専門的養育）
地域における個別養育ではでき
ない専門的養育、里親への指導
的役割

児相・一時保護所
（子どもの命を守る）

寄り添い支援を行いながら、リス
クが高まれば躊躇なく一時保護

家
庭
が
養
育
困
難
と

な
っ
た
場
合
に
支
え

る
３
本
の
柱

措置

措置

研修

ショート
ステイ

〈フォスタリング機関〉
里親委託を包括的に推進

〈地域における子育て支援の拠点機能〉
児童家庭支援センターの整備

子どもの動き
一時保護後、施設、
里親等で養育して
も、家庭へ戻すこと
を目指す

自
立
支
援

警察

保育所・
学校等

市町村

地域子育て
支援拠点 子ども家庭

総合支援拠点

子育て家庭総合支援体制の整備（市町村）

こども食堂

なら児童虐待
防止ネットワーク

「きずな」

ＮＰＯ法人 おかえり
自立支援サポート 民生・児童委員

保護司
働く場 大学等

自立資金援助（森田
福祉記念財団）

連携

家
庭
復
帰

家
庭
復
帰

目指す姿の
イメージ図

養育が困難又は適当でない家庭

措置変更（児相）

市町村
要対協子育て世代包

括支援センター
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① へのきめ細やかな支援

② （要支援・要保護家庭）に対する適切な介入と支援

③ にとって最善の養育環境を保障する

④ をつくる

①社会的養育の目指す方向は、「家庭での自立した子育て」を基本とする。
②一時的に家庭養育ができなくなっても、「地域」が子どもと家庭を支援し、子どもを家庭へ戻すことを目指す。
③社会的養護の環境は、子どもにとって特別な環境ではなく、地域に溶け込んで暮らしているようなあたたかな環境を目指す。

目指す姿を実現するための施策の基本的方向性（案）

家庭と地域で子どもを育てる

①“「親」の子育て力”を高める
◆ペアレントトレーニングの強化 ◆ポピュレーションアプローチとしての子育て支援（悩み相談・子育ての学び・親子交流）
◆ひとり親家庭への支援、障害児を育てる家庭への支援 ◆夫婦が協力し合う子育ての普及

②“「施設」の子育て力”を高める
◆地域の社会的養育を支える専門拠点化（ショートステイ・一時保護・相談等の機能拡充） ◆集団養育と個別養育の融合 ◆家族再統合の支援強化
◆心理ケアなど個別・専門的な養育 ◆里親への支援機能を強化（家庭的養育等に関する職員研修の強化等）

③“「地域」の子育て力”を高める
◆アウトリーチ型子育て支援（家庭訪問、出張子育てひろば） ◆家庭的養育に関する啓発・担い手を増やす ◆子どもの居場所づくり（学習支援、子ども食堂等）
◆要対協（市町村・児相・保育所・学校・警察等関係機関ネットワーク）による連携支援 ◆里親と子どものマッチング強化 ◆里親からの相談対応・資質向上
◆里親同士の交流 ◆公益財団等との連携による社会的養護を必要とする子どもへの支援 ◆地域の人々や企業による子育て応援

Ⅰ ３つの基本的な考え方

Ⅱ 施策の方向性

子育て家庭

子育てに困難を抱える家庭

社会的養護を必要とする個々の子ども

家庭とともに子どもを育てる「地域」

Ⅲ 重点施策
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